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事業名 成瀬
なる せ

ダム建設事業 事業主体 東北地方整備局 

所在地 秋田県雄勝
お が ち

郡東成瀬
ひがしな るせ

村
むら

椿 川
つばきか わ

字白岩
しらいわ

小沢
こ ざ わ

、字トクラ  流域面積 68.1Km2 

実施計画調査開始 昭和５８年度 ダム型式 ロックフィルダム 

建設事業着手 平成 ９年度 ダム高 113.5m 

完成予定 平成２９年度 堤体積 12,000千m3 

事
業
の
概
要 

全体事業費 約1,530億円 

(進捗率：H16迄7.4％ 

     H17迄8.4％）  

 

ダ
ム
諸
元 

総貯水容量 78,700千m3 

事
業
の
目
的 

 雄物川水系では、洪水の頻発および流域の開発状況に鑑み、昭和 49年に「雄物川水系工

事実施基本計画」を改定、成瀬ダムが上流ダム群の一つとして位置付けられた。 

○ 洪 水 調 節：ダム地点の計画高水流量470m3/sのうち、370m3/sの洪水調節を行う。 

○ 流水の正常な機能の維持：下流の既得用水の補給等、流水の正常な機能の維持と増進を図る。 

○ か ん が い：皆瀬川、成瀬川及び雄物川沿岸の約10,050haの農地に対するかんがい用

水の補給を行う。 

○ 水 道 用 水：湯沢市、横手市、大仙市（旧市町村名：湯沢市、増田町、平鹿町、十文

字町、西仙北町、南外村）に対して、新たに 1日最大 15,225m3の水道用

水の取水を可能にする。 

○ 発 電 用 水：成瀬ダムの建設に伴って新設される成瀬発電所（仮称）において、最大

出力3,900kWの発電を行う。 
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成瀬ダム位置図 

 

成瀬ダム 
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○成瀬ダム建設事業費用負担割合 

区  分 負担割合（％） 

河川 ７９．８ 

かんがい １９．２ 

水道用水  ０．７ 

発電  ０．３ 

  計 １００．０ 

 

○成瀬ダム貯水池容量配分図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流水の正常な機能の維持 

かんがい 

水 道 

発 電 

▽サーチャージ水位  EL 527.8m 

 ▽常時満水位   EL 518.7m 

堆砂容量      3,500千m3 

26,500千m3 

28,300千m3 

  1,400千m3 

(56,200千m3) 

 ▽最低水位   EL 465.3m 

利水容量     56,200千m3 

 基礎岩盤   EL 421.0m 

洪水調節容量 19,000千m3 

有効貯水容量 

75,200千m3 

総貯水容量 

78,700千m3 
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執行済み額 全体事業費 約1,530億円 平成16年度迄113億円（進捗率7.4％）  

平成17年度   16億円(H17迄進捗率8.4％) 

事業の進捗状況 

 昭和 58年度 

 平成  8年度 

  

 平成  9年度 

平成 11年度 

平成 12年度 

 

 平成 13年度 

 

 

 

 

 

 

 平成 14年度 

 平成 16年度 

  

 

・ 実施計画調査開始（秋田県）（平成３年度から直轄に移行） 

・ 成瀬ダム事業審議委員会を設置し、同委員会から「ダムの計画は

妥当」の意見提出される。 

・ 建設事業着手 

・ 環境影響評価手続き完了 

・ 「成瀬ダムの建設に関する基本計画（案）」を成瀬ダム事業審議

委員会各委員に説明し、了解を得る 

・ 「成瀬ダムの建設に関する基本計画」が公示（官報告示） 

・ 下流工事用道路の工事に着手 

・ 第１回事業評価監視委員会において、審議対象事業として成瀬ダ

ム建設事業の紹介・次回審議について意見を伺い、平成 12年に

「成瀬ダム事業審議委員会」から基本計画の了解を得ていること

から、次回の委員会では審議対象事業とせず4年後に再評価する

こととなった 

・ 用地補償基準妥結 

・ 下流工事用道路の一部供用（岩井川地区） 

・ 付替国道第１号ﾄﾝﾈﾙ及び１号橋工事に着手 

今後の事業の見通し  

 平成 18年度 

 平成 18年度 

 平成 29年度 

・ 雄物川水系河川整備基本方針策定（予定） 

・ 雄物川水系河川整備計画策定（予定） 

・ ダム事業完了（予定） 
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成瀬ダム 成瀬川 

成瀬ダム貯水池平面図 
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１．洪水被害 

１）影響 

 雄物川水系において、概ね100年に1度程度（椿川下流については概ね150年に1度

程度）発生すると考えられる降雨による洪水を想定した場合の想定氾濫区域は

21,900ha、区域内家屋約51,600戸、人口約152,800人（成瀬川直轄区間を除く）。 

２）主な洪水被害の実績  

洪水発生年月日 原因 被  害  状  況 

昭和22年 7月21日 前線 死者 10人、負傷者1人、家屋流失308棟、床上浸水

12,205棟、床下浸水11,107棟、浸水農地28,340ha 

昭和44年 7月28日 前線 床上浸水136棟、床下浸水1,168棟、浸水農地6,638ha 

昭和47年7月 6日 前線 家屋流失1棟、家屋半壊1棟、床上浸水261棟、 

床下浸水1,104棟、浸水農地8,645ha 

昭和54年8月6日 前線 家屋流失1棟、床上浸水41棟、床下浸水373棟、 

浸水農地3,597ha 

昭和56年 8月23日 台風15号 家屋半壊1棟、床上浸水2棟、床下浸水9棟、浸水農

地1,308ha 

昭和62年 8月18日 前線 床上浸水534棟、床下浸水1,040棟、浸水農地5,490ha 

平成 9年 9月3日 前線 床上浸水16棟、床下浸水108棟、浸水農地318ha 

平成14年 8月11日 前線 床上浸水62棟、床下浸水397棟、浸水農地485ha 

出典：秋田県資料   

●昭和２２年７月洪水 

 

 

 

 

 

 

 

  

秋田魁新報 昭和２２年７月２４日

激流に分断された成瀬橋（増田町） 

浸水状況（西仙北町 刈和野） 
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●昭和４７年７月洪水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●昭和５４年８月洪水        ●昭和５６年８月洪水 

 

浸水状況（西仙北町 刈和野地内） 

秋田魁新報 昭和５４年８月７日 秋田魁新報 昭和５６年８月２４日 

被害状況（大曲市 了徳地内） 

秋田魁新報 昭和４７年７月６日 
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●昭和６２年８月洪水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

●平成１４年８月洪水      

 

 

 

水防作業状況（増田町 羽場地先） 

秋田魁新報 昭和６２年８月１８日 

朝日新聞平成１４年８月１３日 

浸水状況（十文字町） 

浸水状況（西仙北町 刈和野地区） 

浸水状況（西仙北町 刈和野地区）
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○概ね 100年に 1度程度発生すると考えられる降雨による洪水を想定した場合の床上浸

水区域。 

 

 

 

 

図 想定床上浸水区域（成瀬ダム実施前） 
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○成瀬ダムによる床上浸水から床下浸水に軽減される区域は次のとおり。 

 

 

 

 

 

図 床上浸水が床下浸水に軽減される区域（成瀬ダム実施後） 
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１． 渇水被害 

１） 影響 

   成瀬ダムからの水道用水を供給する区域内の人口は３市（合併前1市4町1村）合

計で約47,000人。 

   成瀬ダムの補給対象となる既得かんがい用水を供給する区域の面積は３市（合併前

３市４町１村）合計で12,578ha。 

 

２）主な渇水被害の実績 

年   月 被害市町村等 給 水 制 限 等 の  内 容 

昭和51年7月～ 

8月 
平鹿平野地区全域 

（かんがい） 

平鹿平野地区全域では7/25～8/31の38日間、地区を２分して２
日おきに番水制を実施。 

昭和53年7月～ 

8月 
平鹿平野地区全域 

（かんがい） 

平鹿平野地区全域では7/20～8/16の28日間、地区を２分して２
日おきに番水制を実施。 

昭和56年8月 平鹿平野地区全域 
（かんがい） 

平鹿平野地区全域では8/3～8/31の29日間、地区を２分して２日
おきに番水制を実施。 

昭和57年7月 平鹿平野地区全域 
（かんがい） 

平鹿平野地区全域では7/15～7/28の14日間、地区を２分して２
日おきに番水制を実施。 

昭和59年8月 平鹿平野地区全域 
（かんがい） 
平鹿平野地区全域では8/6～8/31の26日間、地区を２分して２日

おきに番水制を実施。 

昭和60年8月 平鹿平野地区全域 
（かんがい） 
平鹿平野地区全域では8/1～8/27の27日間、地区を２分して２日

おきに番水制を実施。 

平成元年7月～ 

8月 
平鹿平野地区全域 

（かんがい） 
平鹿平野地区全域では7/28～8/7の11日間、地区を２分して２日

おきに番水制を実施。 

平成5年11月 
増田町 
 

（上水道） 

増田町では11/19～11/29の11日間、給水車による給水を実施。 

平成 6年7月～ 

9月 

湯沢市、増田町、西仙北

町、南外村 

平鹿平野地区全域 

（上水道） 

湯沢市では8/18～8/ 19の2日間 、減圧給水を実施。 
増田町では8/13～8/ 19の7日間 、時間給水を実施。 

西仙北町では8/14～8/ 18の5日間 時間給水及び減圧給水を実施。 

南外村では7/24～9/ 6の45日間 、給水車による給水を実施。 
（かんがい） 

平鹿平野全域では7/22～7/29の8日間、地区を２分して２日おき

に番水制を実施後7/30～8/24の26日間は地区を２分して３日お
きに番水制を実施。 

平成7年 2月～ 

3月 

十文字町 

 

（上水道） 
十文字町では2/6～3/19の42日間、給水車による給水を実施。 

平成11年7月～ 

8月 

西仙北町、増田町、南外村 

平鹿平野地区全域 

（上水道） 

西仙北町では8/4～8/23の20日間 、給水車による給水を実施 
増田町では8/11～8/23の13日間 、給水車による給水を実施 

南外村では8/1～8/29の29日間 、給水車による給水を実施。 
（かんがい） 

平鹿平野全域では8/4～8/16 の13日間、地区を水田を３～４分し

て番水制を実施。 

平成12年6月 
南外村 

 

（上水道） 

南外村では6/7～6/27の21日間、給水車による給水を実施。 

平成12年8月～ 

9月 
西仙北町、南外村 

（上水道） 

西仙北町では8/8～9/10の34日間、給水車による給水を実施。 
南外村では8/2～9/10の40日間、給水車による給水を実施。 

平成13年5月～ 

     6月 
西仙北町、南外村 

（上水道） 
西仙北町では6/18～6/22の5日間、給水車による給水を実施。 

南外村では5/23～ 6/20の29日間、給水車による給水を実施。 

（出典）：上水道－各市町村より聞き取り かんがい－雄物川筋土地改良区より聞き取り 
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 平成６年渇水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●平成１１年渇水 

給水活動状況（西仙北町）

枯渇寸前の皆瀬ダム（貯水池底水状況） 

河北新報 平成６年８月１８

枯れた水田 

（平鹿町） 

秋田魁新報 平成１１年８月６日 
皆瀬川（十文字橋）平常時

渇水時 ８月４日 

河北新報 平成６年８月５日 

秋田魁新報 平成１１年８月１２日 
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●平成１２年渇水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●平成１３年渇水 

 

読売新聞 平成１２年８月１８日 

給水活動（南外村） 

秋田魁新報 平成１２年８月１９日 

秋田魁新報平成１３年５月３日 秋田魁新報平成１３年７月３１日 

大曲橋 平常時 渇水時 
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３．利水事業の状況 

 

１）上水道計画 

・ 湯沢市、横手市（旧増田町、旧平鹿町、旧十文字町）、大仙市（旧西仙北町、旧南外

村）の水源は、流況の不安定な伏流水や地下水等に依存しており、生活水準の向上

等により安全かつ安定した水供給が急務である。 

 

・ 湯沢市は１日最大4,390m3、 

横手市は１日最大7,840m3、 

大仙市は１日最大2,995m3 

の水道用水を成瀬ダムに依存する計画である。 

 

・ 成瀬ダムに依存する水道用水について、旧南外村は平成１３年度に暫定豊水水利権

を取得し暫定取水を実施している他、旧西仙北町においては平成１７年に暫定豊水

水利権を取得している。 

（事業進捗率：湯沢市 約32％、旧増田町 約5％、旧平鹿町 約8％、 

旧十文字町 約9％、旧西仙北町 約0.2％、旧南外村 約84％） 

 

 

２）かんがい計画 

・ 平鹿平野地区は、恒常的にかんがい用水が不足しており、このため国営かんがい排水

事業「平鹿平野地区」（水田約10,050ha,・湯沢市（旧湯沢市）・横手市（旧横手市、旧

雄物川町、旧増田町、旧十文字町、旧平鹿町、旧大雄村）・大仙市（旧大曲市））とし

て不足水量の水源を成瀬ダムに依存する計画としており、同事業は平成15年度より工

事着手し整備が進められている。 

（事業進捗率：約12％） 

 

３）発電計画 

・ 秋田県（企業局）は、水力によるクリーンエネルギーの開発を行う計画としており、

成瀬発電所（仮称）の新設を行い、成瀬ダムより最大 4.8m3/sを取水し発電を行う計

画である。 
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●費用対効果（Ｂ／Ｃ） 

 

 河川分（治水＋不特定）における費用対効果はつぎのとおり。 

 

Ｂ／Ｃ＝１．１９ 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

・ 治水単独の費用対効果 

 

Ｂ／Ｃ＝１．０３ 

 

 

・ 中流部無堤区間を整備した場合の治水単独の費用対効果 

 

Ｂ／Ｃ＝１．０６ 
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マニュアル及び技術指針に基づき事業の投資効率性を算出した結果は下表のとおり。 

項 目 金 額 摘 要 

ダム総事業費 1,530.0億円 

 建設費［現在価値化］※1 960.2億円 

 維持管理費［現在価値化］※2 81.9億円 

Ｃ
費
用 

費用合計 1,042.1億円 

 便益［現在価値化］※3 1,206.1億円 

 残存価値［現在価値化］※4 30.9億円 

Ｂ
効
果 

効果合計 1,237.0億円 

費用便益比（CBR） Ｂ／Ｃ ※5 1.19 

純現在価値（NPV） Ｂ－Ｃ ※6 195.0億円 

経済的内部収益率（EIRR） ※7 7.09 ％ 

・ダム完成H29年度と

して、H17年時点で現

在価値化 

［費用］ 

 ※１：総事業費１，５３０億円に対する河川分に関わる費用から社会的割引率４％を用

いて現在価値化を行い、費用を算定。 

 ※２：評価対象期間内（５０年間）での維持管理費を社会的割引率４％を用いて現在価

値化を行い算定。 

［効果］ 

 ※３：ダム有無しの年平均被害軽減額を算出し、評価対象期間（５０年間）を、また不

特定容量身替わり建設費を社会的割引率４％を用いて現在価値化を行い算定。 

 ※４：評価対象期間後（５０年後）の施設及び土地を現在価値化し算定。 

［投資効率性の３つの指標］ 

 ※５：総費用を総便益の比（Ｂ／Ｃ）投資した費用に対する便益の大きさを判断する指

標。（１．０以上であれば投資効率性が良いと判断） 

 ※６：総費用Ｂと総便益Ｃの差（Ｂ－Ｃ）事業の実施により得られる実質的な便益額を

把握するための指標。（事業費が大きいほど大きくなる傾向がある。事業規模の違

いに影響を受ける） 

 ※７：投資額に対する収益性を表す指標。今回の設定した社会的割引率（４％）以上で

あれば投資効率性が良いと判断。（収益率が高ければ高いほどその事業の高率は良

い） 

 

 

現在価値化 ：ある一定の期間に生ずる便益を算出するには、将来の便益を適切な“割引

率”で割り引くことによって現在の価値に直す必要がある。 

社会的割引率：社会的割引率については、国債等の実質利回りを参考に４％と設定してい

る。 
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費 
 
 

用 
 
 

対 
 
 

効 
 
 

果 
 
 

の 
 
 

分 
 
 

析 
 
 

結 
 
 

果 

 

マニュアル及び技術指針に基づき算出した「Ｂ」効果の内訳は下表のとおり。 

 

「Ｂ」効果の内訳 

項  目 金  額 備  考 

便益（一般資産）［現在価値化］ ※1 156.4億円  

便益（農作物）［現在価値化］ ※2 4.2億円  

便益（公共土木）［現在価値化］ ※3 265.4億円  

便益（営業停止損失）［現在価値化］ ※4 3.9億円  

便益（家庭における応急対策費用）［現在価値化］ ※5 2.4億円  

便益（事業所における応急対策費用）［現在価値化］※5 3.2億円  

被
害
額
（
治
水
） 

被害額 計 435.5億円  

不特定容量身替わり建設費［現在価値化］ 770.6億円  

残存価値（施設）［現時価値化］ ※6 27.6億円  

残存価値（土地）［現在価値化］ ※7 3.3億円  

残
存
価
値 

残存価値 計 30.9億円  

効 果 合 計 1,237.0億円  

 

［被害額］ 

 ※１：家屋、家庭用品等の被害額であり、浸水深に応じた被害率（治水経済調査マニュ
アルより）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い
算定。 

 ※２：水稲、畑作物等の被害額であり、浸水深および浸水日数に応じた被害率を乗じて
算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い算定。 

 ※３：道路、橋梁、下水道等の被害額であり、一般資産被害額に被害率（治水経済調査
マニュアルより）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化
を行い算定。 

※４：事業所の被害額であり、浸水深に応じた営業停止日数を求め、従業員1人1日あ
たりの価値額（治水経済調査マニュアルより）を乗じて算出し、評価対象期間（５
０年）について現在価値化を行い算定。 

※５：家庭、事業所における清掃費用、代替活動費であり、浸水深に応じた清掃日数及
び被害単価（治水経済調査マニュアルより）を求め、対策費用を算出し、評価対
象期間（５０年）について現在価値化を行い算定。 

 

［不特定容量身替わり建設費］ 

身替わり建設費を建設期間中の各年度において、年度事業費に比例して計上。 

 

［残存価値］ 

 ※６：施設について法定耐用年数による減価償却の考え方を用いて評価対象期間後（５
０年後）の現在価値化を行い残存価値として算出。 

 ※７：土地については、用地費を対象として評価対象期間後（５０年後）の現在価値化
を行い残存価値を算出。 
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（参考：治水単独の費用便益の算定 １／２） 

費 
 
 

用 
 
 

対 
 
 

効 
 
 

果 
 
 

の 
 
 

分 
 
 

析 
 
 

結 
 
 

果 

 

マニュアル及び技術指針に基づき事業の投資効率性を算出した結果は下表のとおり。 

項 目 金 額 摘 要 

ダム総事業費 1,530.0億円 

 建設費［現在価値化］※1 400.9億円 

 維持管理費［現在価値化］※2 34.2億円 

Ｃ
費
用 

費用合計 435.1億円 

 便益［現在価値化］※3 435.5億円 

 残存価値［現在価値化］※4 12.9億円 

Ｂ
効
果 

効果合計 448.4億円 

費用便益比（CBR） Ｂ／Ｃ ※5 1.03 

純現在価値（NPV） Ｂ－Ｃ ※6 13.3億円 

経済的内部収益率（EIRR） ※7 4.13 ％ 

・ダム完成H29年度と

して、H17年時点で現

在価値化 

［費用］ 

 ※１：総事業費１，５３０億円に対する洪水調節分に関わる費用から社会的割引率４％

を用いて現在価値化を行い、費用を算定。 

 ※２：評価対象期間内（５０年間）での維持管理費を社会的割引率４％を用いて現在価

値化を行い算定。 

［効果］ 

 ※３：ダム有無しの年平均被害軽減額を算出し、評価対象期間（５０年間）を、また不

特定容量身替わり建設費を社会的割引率４％を用いて現在価値化を行い算定。 

 ※４：評価対象期間後（５０年後）の施設及び土地を現在価値化し算定。 

［投資効率性の３つの指標］ 

 ※５：総費用を総便益の比（Ｂ／Ｃ）投資した費用に対する便益の大きさを判断する指

標。（１．０以上であれば投資効率性が良いと判断） 

 ※６：総費用Ｂと総便益Ｃの差（Ｂ－Ｃ）事業の実施により得られる実質的な便益額を

把握するための指標。（事業費が大きいほど大きくなる傾向がある。事業規模の違

いに影響を受ける） 

 ※７：投資額に対する収益性を表す指標。今回の設定した社会的割引率（４％）以上で

あれば投資効率性が良いと判断。（収益率が高ければ高いほどその事業の高率は良

い） 

 

 

現在価値化 ：ある一定の期間に生ずる便益を算出するには、将来の便益を適切な“割引

率”で割り引くことによって現在の価値に直す必要がある。 

社会的割引率：社会的割引率については、国債等の実質利回りを参考に４％と設定してい

る。 
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（参考：治水単独の費用便益の算定 ２／２） 

費 
 
 

用 
 
 

対 
 
 

効 
 
 

果 
 
 

の 
 
 

分 
 
 

析 
 
 

結 
 
 

果 

 

マニュアル及び技術指針に基づき算出した「Ｂ」効果の内訳は下表のとおり。 

 

「Ｂ」効果の内訳 

項  目 金  額 備  考 

便益（一般資産）［現在価値化］ ※1 156.4億円  

便益（農作物）［現在価値化］ ※2 4.2億円  

便益（公共土木）［現在価値化］ ※3 265.4億円  

便益（営業停止損失）［現在価値化］ ※4 3.9億円  

便益（家庭における応急対策費用）［現在価値化］ ※5 2.4億円  

便益（事業所における応急対策費用）［現在価値化］※5 3.2億円  

被
害
額
（
治
水
） 

被害額 計 435.5億円  

不特定容量身替わり建設費［現在価値化］ - 億円  

残存価値（施設）［現時価値化］ ※6 11.5億円  

残存価値（土地）［現在価値化］ ※7 1.4億円  

残
存
価
値 

残存価値 計 12.9億円  

効 果 合 計 448.4億円  

 

［被害額］ 

 ※１：家屋、家庭用品等の被害額であり、浸水深に応じた被害率（治水経済調査マニュ
アルより）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い
算定。 

 ※２：水稲、畑作物等の被害額であり、浸水深および浸水日数に応じた被害率を乗じて
算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い算定。 

 ※３：道路、橋梁、下水道等の被害額であり、一般資産被害額に被害率（治水経済調査
マニュアルより）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化
を行い算定。 

※４：事業所の被害額であり、浸水深に応じた営業停止日数を求め、従業員1人1日あ
たりの価値額（治水経済調査マニュアルより）を乗じて算出し、評価対象期間（５
０年）について現在価値化を行い算定。 

※５：家庭、事業所における清掃費用、代替活動費であり、浸水深に応じた清掃日数及
び被害単価（治水経済調査マニュアルより）を求め、対策費用を算出し、評価対
象期間（５０年）について現在価値化を行い算定。 

 

［不特定容量身替わり建設費］ 

身替わり建設費を建設期間中の各年度において、年度事業費に比例して計上。 

 

［残存価値］ 

 ※６：施設について法定耐用年数による減価償却の考え方を用いて評価対象期間後（５
０年後）の現在価値化を行い残存価値として算出。 

 ※７：土地については、用地費を対象として評価対象期間後（５０年後）の現在価値化
を行い残存価値を算出。 
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（参考：中流部無堤区間を整備した場合の治水単独の費用便益の算定 １／２） 

費 
 
 

用 
 
 

対 
 
 

効 
 
 

果 
 
 

の 
 
 

分 
 
 

析 
 
 

結 
 
 

果 

 

マニュアル及び技術指針に基づき事業の投資効率性を算出した結果は下表のとおり。 

項 目 金 額 摘 要 

ダム総事業費 1,530億円 

 建設費［現在価値化］※1 400.9億円 

 維持管理費［現在価値化］※2 34.2億円 

Ｃ
費
用 

費用合計 435.1億円 

 便益［現在価値化］※3 449.8億円 

 残存価値［現在価値化］※4 12.9億円 

Ｂ
効
果 

効果合計 462.7億円 

費用便益比（CBR） Ｂ／Ｃ ※5 1.06   

純現在価値（NPV） Ｂ－Ｃ ※6 27.5億円 

経済的内部収益率（EIRR） ※7 4.28 ％ 

・ダム完成H29年度と

して、H17年時点で現

在価値化 

［費用］ 

 ※１：総事業費１，５３０億円に対する洪水調節分に関わる費用から社会的割引率４％

を用いて現在価値化を行い、費用を算定。 

 ※２：評価対象期間内（５０年間）での維持管理費を社会的割引率４％を用いて現在価

値化を行い算定。 

［効果］ 

 ※３：ダム有無しの年平均被害軽減額を算出し、評価対象期間（５０年間）を、また不

特定容量身替わり建設費を社会的割引率４％を用いて現在価値化を行い算定。 

 ※４：評価対象期間後（５０年後）の施設及び土地を現在価値化し算定。 

［投資効率性の３つの指標］ 

 ※５：総費用を総便益の比（Ｂ／Ｃ）投資した費用に対する便益の大きさを判断する指

標。（１．０以上であれば投資効率性が良いと判断） 

 ※６：総費用Ｂと総便益Ｃの差（Ｂ－Ｃ）事業の実施により得られる実質的な便益額を

把握するための指標。（事業費が大きいほど大きくなる傾向がある。事業規模の違

いに影響を受ける） 

 ※７：投資額に対する収益性を表す指標。今回の設定した社会的割引率（４％）以上で

あれば投資効率性が良いと判断。（収益率が高ければ高いほどその事業の高率は良

い） 

 

 

現在価値化 ：ある一定の期間に生ずる便益を算出するには、将来の便益を適切な“割引

率”で割り引くことによって現在の価値に直す必要がある。 

社会的割引率：社会的割引率については、国債等の実質利回りを参考に４％と設定してい

る。 
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（参考：中流部無堤区間を整備した場合の治水単独の費用便益の算定 ２／２） 

費 
 
 

用 
 
 

対 
 
 

効 
 
 

果 
 
 

の 
 
 

分 
 
 

析 
 
 

結 
 
 

果 

 

マニュアル及び技術指針に基づき算出した「Ｂ」効果の内訳は下表のとおり。 

 

「Ｂ」効果の内訳 

項  目 金  額 備  考 

便益（一般資産）［現在価値化］ ※1 161.8億円  

便益（農作物）［現在価値化］ ※2 3.9億円  

便益（公共土木）［現在価値化］ ※3 274.1億円  

便益（営業停止損失）［現在価値化］ ※4 4.5億円  

便益（家庭における応急対策費用）［現在価値化］ ※5 2.7億円  

便益（事業所における応急対策費用）［現在価値化］※5 2.8億円  

被
害
額
（
治
水
） 

被害額 計 449.8億円  

不特定容量身替わり建設費［現在価値化］ - 億円  

残存価値（施設）［現時価値化］ ※6 11.5億円  

残存価値（土地）［現在価値化］ ※7 1.4億円  

残
存
価
値 

残存価値 計 12.9億円  

効 果 合 計 462.7億円  

 

［被害額］ 

 ※１：家屋、家庭用品等の被害額であり、浸水深に応じた被害率（治水経済調査マニュ
アルより）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い
算定。 

 ※２：水稲、畑作物等の被害額であり、浸水深および浸水日数に応じた被害率を乗じて
算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い算定。 

 ※３：道路、橋梁、下水道等の被害額であり、一般資産被害額に被害率（治水経済調査
マニュアルより）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化
を行い算定。 

※４：事業所の被害額であり、浸水深に応じた営業停止日数を求め、従業員1人1日あ
たりの価値額（治水経済調査マニュアルより）を乗じて算出し、評価対象期間（５
０年）について現在価値化を行い算定。 

※５：家庭、事業所における清掃費用、代替活動費であり、浸水深に応じた清掃日数及
び被害単価（治水経済調査マニュアルより）を求め、対策費用を算出し、評価対
象期間（５０年）について現在価値化を行い算定。 

 

［不特定容量身替わり建設費］ 

身替わり建設費を建設期間中の各年度において、年度事業費に比例して計上。 

 

［残存価値］ 

 ※６：施設について法定耐用年数による減価償却の考え方を用いて評価対象期間後（５
０年後）の現在価値化を行い残存価値として算出。 

 ※７：土地については、用地費を対象として評価対象期間後（５０年後）の現在価値化
を行い残存価値を算出。 
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●治水代替案の検討 

（注）事業費は、これまでの技術検討結果を最新のデフレーター（治水事業指数）を

基にＨ１５年度価格（暫定値）に補正したもの。 

代替案 内容と長所・短所 事業費(H15P) 

堤防嵩上げ案  堤防を嵩上げすることにより、河川の断面積（以下、

「河積」という。）を大きくするものである。 

これは計画高水位を高い方向に変更するもので、雄

物川のダメージポテンシャルを高めることとなり、災

害リスクが増大し、また河川横断工作物等公共施設の

改築等が生じることも含め、地域社会への多大な影響

が懸念されることから現実的ではない。 

約550億円 

引き堤案  堤防を堤内地側に引いて河幅を広げることにより

河積を大きくするものである。 

現在の堤防を引堤すると、沿川における新たな用地

の確保や多くの家屋移転が生じる他、河川横断工作物

等公共施設の改築等が生じ、地域社会への多大な影響

が懸念されることから現実的ではない。 

約950億円 

河床掘削案 河道河床部を掘削し、河積を大きくするものであ

る。 

河床部の掘削により、護岸や河川横断工作物等の改

築等が生じる他、河川環境に与える影響が大きく、ま

た河川の維持管理にも問題がある。 

約930億円 

低水路拡幅案 低水路を掘削し、河積を大きくするものである。 

低水路の掘削により、護岸や河川横断工作物等の改

築等が生じる他、平常時の流量が少ないため、瀬・淵

が消滅し、魚類等河川環境への悪影響等が懸念され、

また河川の維持管理にも問題がある。 

約1,020億円 

複合案 対象区間を１０分割し、各区間における上記４案の

最安案を単純に組み合わせた複合案。 

河道の安定性の問題が大きく、管理上も問題があ

り、用地の確保や河川横断工作物等の改築が生じるこ

とも含め、地域社会や河川環境への影響が懸念され

る。 

なお、各案の擦り付け構造は無視した案であり、擦

付区間及び構造を考慮すれば現実的ではない。 

約520億円 

遊水地案 雄物川沿川に遊水地を設け洪水を一時的に溜め込

み、河川の流量調節を行うものである。 

雄物川中流域の河川沿いの広大な用地の確保と多

くの家屋移転が必要であり、住民生活に与える影響が

大きく現実的ではない。 

－ 

 

 

放水路案 トンネルを造り、洪水を日本海に直接バイパスする

ことにより、河川（本川）の流量を減らすものである。 

非常に大規模な施設となり、現実性ではない。 

－ 

成瀬ダム案 他の案に比べ安価に治水安全度の向上を図ること

が出来る。 

約500億円 
※事業費は、洪

水調節相当分

(治水ｱﾛｹ分) 
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●代替案の検討模式図 

（堤防嵩上げ案）計画堤防よりさらに嵩上げし、断面を確保する案 

 

 

 

 

 

（引き堤案）堤防を堤内地側に引いて、断面を確保する案 

 

 

 

 

 

（河床掘削案）河床を掘削し断面を確保する案 

 

 

 

 

 

 

（低水路拡幅案）低水路を掘削し断面を確保する案 

 

 

 

 

 

 

（遊水地案）遊水地を計画し、流量の低減を図る案 

 

 

 

 

 

 

 

（放水路案）放水のためのトンネルを造る案 
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環
境
に
対
す
る
取
り
組
み
状
況 

 

○環境調査 

  平成11年度に閣議アセスに基づく環境影響評価手続きを終了している。 

 その後、フォローアップ調査（水質・猛禽類等）を実施している。また希少猛禽類等の

生息が確認されていることから、専門家により構成される「成瀬ダムイヌワシ・クマタ

カ調査委員会」（委員長：秋田大学名誉教授 小笠原暠）より指導・助言を得ながら工事

の施工を行っている。 

 

地 

域 

の 

協 

力 

体 

制 

等 

 

①地域の協力体制 

・湯沢市、横手市（旧市町村名：横手市、十文字町、増田町、平鹿町、雄物川町、大森

町、大雄村、山内村）、大仙市（旧市町村名：大曲市、西仙北町、南外村）、東成瀬村

の３市１村および市町村議会議長、秋田県雄物川筋土地改良区理事長から成る「成瀬ダ

ム建設促進期成同盟会（H3.5.21設立）」及び東成瀬村、雄物川上流改修整備促進期成

同盟会は、成瀬ダムの促進・早期完成について、毎年要望活動を実施している。 

 

 

 

対 

応 
方 

針 

 

事業継続 

（理由） 

・ 雄物川水系では、これまで洪水による被害が相次いでいる。このため、雄物川水系

の治水対策として成瀬ダムの早期完成を実現し、地域住民が安心して暮らせる環境

を早急に整える必要がある。 

・ 湯沢市、横手市、大仙市水道事業並びに国営かんがい排水事業等関係事業について

も事業が進捗しており、これらの事業者からも早期完成が求められている。 

 




